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は じ め に

戦後イギリス福祉国家の成立を語る上で，1942年の『ベヴァリッジ報告』と並び，1909年

の王立救貧法委員会報告（多数派および少数派報告）が不可欠の重要な文書であるという評価

は，イギリス本国のみならずわが国でも，定説であるといえよう（1）。昨年 2009年は，王立救

貧法委員会報告からちょうど 100年にあたる年であった。しかしながら，100年記念に関す

るイギリスでの取り組みに関して，わたしが行ったささやかな紹介を除けば，まったくと言っ

ていいほど，わが国では，関心が持たれなかった（2）。王立救貧法委員会報告に対して，わた

〔抄 録〕

フェビアン協会は，2009年に，1909年王立救貧法委員会少数派報告 100周年記

念パンフレットを公刊した。本稿は，同パンフレットの中から，王立救貧法委員会少

数派・多数派報告を直接，分析の対象としている章を取り上げ，その章の内容を紹介

・分析し，次のような評価を行った。フェビアン協会に関係している論者の章は，少

数派報告がイギリス福祉国家の礎になったとする，かつての通説に依拠し，近年の通

説を十分には評価していない弱点があった。他方，近年の通説をリードしてきた論者

の章は，福祉国家の形成について，ウェッブ夫妻の影響を過度に，否定的に描く傾向

が認められた。しかし，どちらの論者も，両報告から，シティズンシップや社会的排

除などの今日の社会保障を論じるうえで重要な理念が読み取れるとする評価を行って

いた。結論として，両報告は，単なる歴史的文書ではなく，今日の視点からも，今後

の社会保障の対象や思想を論じるにあたって，示唆深い文書であるということがいえ

る。

キーワード 1909年王立救貧法委員会少数派報告，同多数派報告，ウェッブ夫妻，

フェビアン協会，ベヴァリッジ報告
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したちは，無関心のままでいいのだろうか。

本稿は，イギリスでの主な取り組みの成果である，フェビアン協会による王立救貧法委員会

少数派報告（以下では，これを単に「少数派報告」と略記する）100周年記念パンフレット，

『ワークハウスから福祉へ──ビアトリス・ウェッブの 1909年少数派報告が，今日，われわ

れに教えていること──』（以下では，これを単に，「パンフレット」と略記する）を取り上

げ，同報告に関する最新の研究を紹介し，論評することで，一世紀前の同委員会報告からも，

今日，学び得る点があることを提示してみたい（3）。

以下では，まず第一節で，王立救貧法委員会報告に関する今日までの研究動向を簡単に確認

することにする。この分析を受けて，「パンフレット」の「序」を手がかりに，なぜ，今，「少

数派報告」なのかという点を明らかにするのが，第二節の課題である。第三節と第四節では，

「パンフレット」の概要を紹介し，論評を加える。最後に，それまでの分析を受けて，王立救

貧法委員会報告研究の今日的な意義と今後の研究課題を指摘して，結びに代えたいと思う。

なお，わたしは，同委員会報告それ自身の構造と論理に関心をもっているので，「パンフレ

ット」のなかで，そこからやや離れたテーマを扱っている章に関して，以下では，直接言及す

ることはしないことを，あらかじめお断りしたい（4）。

1．王立救貧法委員会報告に関する研究史の変遷

1834年新救貧法の施行以来，はじめて同法に関する本格的な王立委員会が設置されたの

は，1905年 12月であった。「空前絶後」の調査を実施したと言われる同委員会が，1909年 2

月に，多数派報告と「少数派報告」のふたつに分かれた最終報告書を提出して，その任務を終

えたことは周知のことといえよう。したがって，100周年というのであれば，「少数派報告」

だけではなく，多数派報告もそれに該当するということも，また当然のことといえる。ただ管

見する限り，現時点で，多数派報告に焦点をあてて，100周年記念事業がおこなわれ，その成

果が刊行されたという事実はない。

それでは，イギリス福祉国家の成立およびその後の展開に関して，多数派報告より，「少数

派報告」がより大きな影響を発揮した，とみるのが今日の通説といえるのだろうか。結論をあ

らかじめ述べれば，その逆が，近年の研究動向であるといえよう。やや込み入った，研究動向

をできるだけ，簡潔に整理することで，以下，「パンフレット」の客観的な理論的前提を確か

めてみたい。

「少数派報告」の直後から自らの手によって展開させた「救貧法解体運動」での言説を除け

ば，救貧法や社会保障に対するウェッブ夫妻の影響力は，決して大きくはなかった（5）。おまけ

に，『ベヴァリッジ報告』が公表される直前の 1930年代には，かれらは，スターリン下のソ

ヴィエト共産主義を礼賛したとして，きわめてきびしい批判にさらされていた（6）。このよう
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な状況が一変するのは，『ベヴァリッジ報告』が公刊され，同報告と「少数派報告」との“連

続”関係が語られるようになってからである。

『ベヴァリッジ報告』が公刊され，同報告の基本原則であるナショナル・ミニマム概念が注

目されることで，実は，同概念は 19世紀末に，『産業民主制』（1897年）において，ウェッ

ブ夫妻によってはじめて定式化され，それをもとに「少数派報告」が執筆されたという理解が

広まった。これには，1945年の総選挙でアトリー率いる労働党が“地すべり”的勝利をおさ

め，その後，福祉国家政策を推し進めた事実が，大きく関係した。アトリー自身と九人の閣

僚，そして，同党の国会議員の半数以上が，かつてウェッブ夫妻が知的リーダーシップを採っ

ていたフェビアン協会員であったからである。そして，19世紀末にウェッブ夫妻によって創

設されていた LSE（London School of Economics ロンドン経済学院）での社会保障研究と，

上記の政治動向がつよくリンクして，かれらの「少数派報告」がイギリス福祉国家の礎になっ

たという“ウェッブ神話”が語られるようになったのである（7）。

およそ，1960年代あたりまでは，イギリスのみならず多くの国々で，このような“神話”

に基づき（いくつかの重要な例外的研究を除けば），「少数派報告」こそは，『ベヴァリッジ報

告』とならんで，戦後のイギリス福祉国家の基礎を築いた歴史的文書であったと高く評価され

ていたといえよう（8）。便宜的に，このような評価を，以下，かつての通説と呼んでみたい。

“ウェッブ神話”が戦後イギリスの政治状況によってつくられたものであるとするならば，

その崩壊も，政治状況と密接な関係があった。戦後の一定の高度成長を前提に組み立てられて

いたイギリス福祉国家は，1960～70年代の経済の行き詰まりにより，労働党と保守党間の

「福祉国家の合意」も見直しを迫られるようになった。ここに登場したのが，サッチャーであ

った。1979年にサッチャー率いる保守党が政権に就き，「福祉国家の解体」を進めていったこ

とは，それが必ずしも彼女のヴィジョン通り進まなかったこととあわせて，よく知られてい

る（9）。そして，王立救貧法委員会報告に関して，かつての通説が見直される契機となったの

も，1970年代であった。

研究史の動向に，決定的な影響を与えたのが，1972年に公刊された J. ハリスの『失業と政

治』であったと言って間違いはないであろう（10）。ハリスは，さしあたり，失業に関する提案

に限定していたが，王立救貧法委員会の両報告を比較して，両者とも共通に，職業紹介と失業

保険を提案していたとして，両報告の類似性を強調したのである。

ハリスの研究を画期として，その後，管理機構やボランタリー組織の位置づけに，両報告の

違いを認めつつも，両者とも貧困の予防に重きを置いていたとか，あるいは，貧困者の性格と

貧困の関係に関心を持っていたとするような，失業問題に限らず，全体として，両報告に本質

的な違いが少なかったとする評価が広がった。この評価が，今日では，あたらしい通説となっ

ているといえる。（11）。さらに，近年の傾向として，かつての通説を批判して，多数派報告の

ほうが，より現実的な提案だったと，同報告を高く評価する論調が強まっている点も付け加え
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ておきたい（12）。

うえで簡単にみてきたように，王立救貧法委員会報告に関するこれまでの研究は，第二次大

戦直後や，1970年代などのイギリス社会保障の帰趨を占う決定的な時期に，それと踵を接し

たかのように，「少数派報告」に対する評価が揺れ動いた歴史であったといっても過言ではな

かった。すなわち，それぞれの時期の研究者，政治家にとって，王立救貧法委員会報告は，決

して過去の文書ではなく，中央政府と地方政府の関係，福祉の供給システム，とりわけ官僚機

構とボランタリーセクターの関係など，社会保障のあり方を考える際，避けては通れない論点

を提供している“生きた”文書とみなされてきたと評価できるのである。

最後に，「少数派報告」の執筆者であるウェッブ夫妻に関する近年の研究にも簡単に言及し

よう。ここでは，2000年に刊行された記念碑的労作である R. ハリソンの伝記研究以降も，

あたらしいウェッブ研究が登場していることを付言しておきたい（13）。マーティン，デービス

らの研究もそうだが，とりわけ晩年のウェッブ夫妻とソヴィエト共産主義の関係に関する，従

来の通説に挑戦したモーガンの本格的な研究は注目に値するといえる（14）。

以上，王立救貧法委員会報告に関する今日までの研究動向を簡単に，整理してきた。その結

果，戦後から 1960年代あたりまで，ひろく通用していたかつての通説に代わって，近年は，

両報告には違いが少なかったとみる評価や，ボランタリーセクターなどを重視した多数派報告

に，むしろ，注目が集まっている理論状況があることが明らかになった。この「少数派報告」

へのバッシングともいうべき状況は，やや視点を変えれば，イギリスに限らず，先進資本主義

国に共通にみられる戦後福祉国家体制に対する（左右からの）批判と，それに基づくオールタ

ナティブという文脈の中で把握できる現実だとみることができる（15）。

ともあれ，うえでみてきたように，今日，「少数派報告」およびウェッブ夫妻に対する評価

は決して高くはないといえよう。それでは，なぜ，どのような観点で，「パンフレット」は，

「少数派報告」とウェッブ夫妻を，取り上げたのだろうか。節を改めて，考察してみたい。

2．なぜ，今「少数派報告」なのか

「パンフレット」は全体で 90頁ほどの大きさに過ぎないが，表 1に掲げたように，「序」を

除けば，九章から構成されている。章別編成を一瞥しただけで分かることは，多数派報告を好

意的に取り上げていると思われる N. ボーザンケットの章があるという事実である。さらに，

前節で紹介した，近年の通説の先駆けをなしたハリスも，ひとつの章を担当している点が注目

されるべきであろう。「パンフレット」が，近年の王立救貧法委員会報告に関する研究動向を

ふまえて，決して，「少数派報告」の称揚のためだけに用意された文書ではないという点が，

あらかじめ指摘できる。

本節では，フェビアン協会の代表書記であるカトワラが執筆した「序」に依拠して，「パン
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フレット」が今日，「少数派報告」を，取り上げる意義をどのように把握していたのかという

点を，まず，確認してみることにしたい。わたしの理解する限り，「序」の論点は，四つの柱

から成っている。以下，「少数派報告」，『ベヴァリッジ報告』と「少数派報告」，社会変化の推

進，女性の活躍を，そのキーワードとして掲げ，それぞれ簡単に，紹介してみよう。

まず，カトワラは，「少数派報告」は今日でも，きわめて重要な文書であると評価する。な

ぜなら，同報告が，「貧困の原因について，それを防ぐ責任について，そして，シティズンシ

ップの性格およびその拡張について，公的な議論を始めたからである」。そして，「これらの議

論は今日でも続いている」（16）。つまり，「少数派報告」は，普遍的なヘルスケア，最低賃金，

職業紹介，失業手当などの現代的な福祉施策が，なぜ，社会的シティズンシップの核となる条

件とならなければならなかったかについて，哲学的評価を行っていた文書であったといえよ

う。

ここから，「少数派報告」が，現代国家の役割についての議論にも，大きな貢献をしている

と評価できる。そこでの「中心的な問題」が，「国家が基礎的ミニマムとシティズンシップの

条件として，何を提供しなければならないか」（p.5.）についての議論だからである。「少数派

報告」による普遍主義的なサービスの主張は，同報告が「貧民が，［救済を受けることで］感

謝を表す哀願者ではなく，平等な市民として扱われること」（p.5.）を前提にしていたからこ

そ，可能となったのである。

この哲学が，具体的に実を結んだのが，『ベヴァリッジ報告』だった。そして，同報告を支

えた核になる原則そして，多くの中心的な提案を初めて表明したのが，「少数派報告」のビア

トリスに遡ることができる。1909年から 1942年への道は，知的な関係とともに個人的な関

係をも包含していた。若かりし頃，ベヴァリッジは，「少数派報告」のために調査員として働

き，現に，かれ自身も「ベヴァリッジ報告は，ウェッブ夫妻から，われわれみんなが吸収した

ものから生まれたのである」（p.3.）と認めていた。

「少数派報告」およびウェッブ夫妻に対して，カトワラは，賞賛の言葉だけを連ねていたわ

表 1 「パンフレット」の章別編成

序 S. カトワラ
第一章 少数派報告の簡単な手引き T. ホートン
第二章 平等だけが、繰り返される歴史を止めることができる R. ハッテラスレー
第三章 貧困とワークハウス S. ワイズ
第四章 不公平な法 J. トリケット
第五章 慈善から政治へ D. ヘイター
第六章 ウェッブ夫妻とベヴァリッジ J. ハリス
第七章 ビアトリスを超えて S. マルホトラ
第八章 多数派報告を賞賛して N. ボーザンケット
第九章 世界銀行への 2009年少数派報告 P. タウンゼント
（タイトルも執筆者名も，すべて筆者による仮訳である。）
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けではなかった。ウェッブ夫妻には「スターリンの影が大きく立ちはだかっている」として，

かれらは「大きな誤りを犯し，それに対して，言い訳をすべきではない」（p.4.）とさえ論じ

ている。しかしながら，「少数派報告」の提案が，不可避的にスターリンに行きつくわけでは

ない。なぜなら，フェビアン協会の漸進主義こそが，社会変化をもたらし，戦後に勝利をおさ

めたからである。「ベヴァリッジの偉大な報告書，1945年のアトリー内閣，LSE でのティト

マスとタウンゼントによって展開された議論が，静かな社会革命をもたらした」（p.5.）。

今日，「ウェッブ夫妻は，何と，流行らない人物になってしまったのだろうか」（p.3.）と，

カトワラもかれらの不人気を認めている。しかし，ビアトリスは，王立救貧法委員会での活躍

によって，女性参政権が認められる以前のイギリスの民主政治に対して，どんな女性も成し遂

げることができなかったインパクトを与えたのだと，評価できるのである。

以上，カトワラの「序」に即して，「パンフレット」が今日，「少数派報告」を取り上げる意

義をどのように把握していたのかという点にしぼって紹介してみた。今日，「少数派報告」で

注目すべきなのは，同報告が提案した制度の中身ではなく，それを支えた理念に対してである

と，カトワラが主張していたといえる。つまり，カトワラは，普遍主義的サービスの主張が，

基礎的ミニマムおよびシティズンシップの観念によって支えられていたという点に，「少数派

報告」の先駆性があると，高く評価していたのである。

ただ，全体として，カトワラの評価が，前節で指摘した，かつての通説に依拠したものが多

かったという印象は否めない。たとえば，「少数派報告」のナショナル・ミニマムの提唱と，

それが『ベヴァリッジ報告』に受け継がれて，静かな「社会革命」に帰結したといった評価

は，かつての通説で盛んに語られていた見方である。カトワラの「序」に対して，全体とし

て，今日の通説に，意識的か無意識的かはともかく，目配りが足りないと付言しておこう。

次節では，「少数派報告」の執筆者としてのビアトリス・ウェッブに注目した第五章と第七

章を取り上げることにする。カトワラと同じく，両執筆者とも現在のフェビアン協会で重要な

役職についているので，両章を分析することによって，「パンフレット」を公刊した同協会の

基本的な見地がさらに確かめられると思うからである。

3．「パンフレット」の概要（1）

本節では，「少数派報告」の執筆者としてのビアトリスに対する評価を行っているふたつの

章を，ヘイターの第五章，マルホトラの第七章の順で，取り上げてみたい。

ヘイターは，「少数派報告」が依拠した調査が，同報告のインパクトに貢献したとして，政

治的変化に対する調査の重要性を指摘している。すなわち，ウェッブ夫妻は，調査に基づいて

「少数派報告」の提案を行ったのであり，決して思いつき程度のものではなかったのである。

とりわけビアトリスの場合，100年前に，ひとりの女性がこれだけの壮大な事業を行っていた
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ことは，特筆すべきものだとヘイターは高い評価を与えていた。しかも，ビアトリスは柔軟

で，経験によって自分の意見を変える能力をも有していたのである。

ヘイターによれば，ビアトリスは，人間をいつも，全体論的な視点でみていた。彼女は，社

会の本質を，「われわれみんなが，その一部である」（p.52.）と理解していた。よって，彼女

のアプローチは，「相互義務の哲学」（p.52.）に求められ，これをもとに，「少数派報告」も提

案されたのである。たしかに，「少数派報告」によって示されていた点，すなわち，貧困に関

するビアトリスの構造的な原因についての理解，国家主導による対応のニード，貧困に対する

責任の網の目を構築する福祉国家のニードは，政治文化の中では，十分には，定着しなかった

（p.53.）。

しかし，福祉国家は，単なる権利ではなく，社会に対して，われわれが有している責任の一

部ではないのか，というビアトリスの視点は，依然として，きわめて重要であるといえよう。

そして，ここから，今日，教訓を学び取ることができる。100年前にビアトリスが書いた，よ

り公平な社会を作るための仕事に，今日のフェビアン主義者は，ふたたび貢献する義務がある

からである。これが，今日，受け継がれる必要のある彼女の遺産なのである。

以上みてきたように，ヘイターの分析も，全体として，かつての通説に近い評価だったとい

える。ヘイターに対する評価は，マルホトラの第七章の紹介の後に，マルホトラとまとめて行

うことにしたい。

マルホトラは，20世紀はじめにフェビアン協会内でつくられたフェビアン女性グループ

（以下では，これを単に FWG と略記する）とビアトリスとの関係を中心に，協会内でのジェ

ンダー関係を分析している。従来，FWG とビアトリスの関係は，決して良好な関係ではなか

ったと指摘されてきた。しかし，マルホトラは，両者の関係はいつも，安定していて，時を追

うごとに相互に，協力的になったと評価している（p.66.）。

従来，かれらの関係が，良好ではないとみなされていた根拠は，1889年に，ビアトリスが

女性参政権反対のアピールに対して，賛同署名していた事実に求められていた。しかし，マル

ホトラは，この行為は，ビアトリスが十分な考慮もなく行ってしまったもので，彼女は，しば

しば後悔していたと指摘している（p.66.）。

むしろ，1907年に，ニュージーランドの P. リーブスが協会内で，男女平等のシティズン

シップを採用するよう動議を提出し，ビアトリスがそれを支持していたことなどに注目すべき

であろう。翌 1908年には，リーブスによって FWG が創設され，そのメンバーは，より幅の

広い平等の問題についても声を上げるようになった。そして，彼女たちは，女性の労働に対し

て，より公平な報酬が与えられることなどを目指して，「少数派報告」の後に展開された「救

貧法解体運動」においても積極的な役割を果たしたのである。ただ，フェビアン協会内では，

彼女たちはウェッブ夫妻を別とすれば，男性たちによって影の薄い存在にさせられていた面が

あると，マルホトラは評価している。男性の抵抗がもっと弱かったならば，彼女たちは，もっ
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と前進できていたはずなのだ（p.70.）。

以上，紹介したように，ヘイターもマルホトラも，「少数派報告」に限定することなく，調

査家，活動家としてのビアトリスを高く評価していたことが明らかになったといえよう。この

ような理解から，両者ともカトワラと同じく，かつての通説に近い評価を与えていたのであ

る。しかし，ヘイターとマルホトラに対する，わたしの評価は分かれる。

まず，「少数派報告」の基本的な原則を，ビアトリスの「相互義務の哲学」に求めていたヘ

イターの指摘は注目すべきであると述べてみたい。それが，王立救貧法委員会報告の近年の通

説に対する有効な批判となっているからである。近年の通説は，両報告の提案に違いが少なか

ったとして，ウェッブ夫妻の「1907年原則」を無視する傾向があった（17）。しかし，この「1907

年原則」こそ，ヘイターが指摘した「相互義務の哲学」だった。「1907年原則」＝「相互義務の

哲学」とは，一方的に，国民の権利だけを擁護したシステムではなかったのであり，ここに，

「少数派報告」の基本的な視点があった。この点をあらためて強調したヘイターの指摘は，重

要であると評価したい。

他方，マルホトラの指摘には，大きな疑問がある。たしかに，ビアトリスは，1906年末

に，それまでの女性参政権に対する立場を変え，支持する側に回った。わたしも，この転換

を，「1907年原則」の成立と関連させて，かつて論じたことがある（18）。しかし，この転換を

指して，かつてのビアトリスの女性参政権に対する態度が，彼女の短慮によるものだとするマ

ルホトラの評価は，受け入れにくい。デービスの研究によれば，ビアトリスの日記には，女性

参政権が認められた 1918 年以降も，彼女が選挙権を行使した記録がなかったからであ

る（19）。ビアトリスは，一度も，投票に行ったことがなかったのではないであろうか。

したがって，わたしは，マルホトラの評価とは異なり，ビアトリスは一貫して，女性参政権

についてまじめに考慮し，「性別役割分業」の観点から否定的であったとみている。つまり，

デービスの指摘を前提に考えれば，20世紀初頭には，ビアトリスは「時代精神」を考慮して

女性参政権を支持する側に回ったが，個人の立場では，一貫して否定的であったために，一度

も投票には行かなかったとみたほうが，彼女の立場の合理的な説明になっていると思われるの

である。

以上みたように，カトワラも含めてヘイター，マルホトラは共通して，それぞれの章で，今

日，フェビアン協会が取り組むべき課題や方向に関しても，「少数派報告」およびビアトリス

の理論・実践活動から，大きな示唆を得ることができるのではないかというメッセージを，伝

えたかったのだと思われる。よって，三人とも，かつての通説に依拠した評価が目立ったのだ

といえよう。わたしは，「相互義務の哲学」に言及した，ヘイターの指摘は意義深いものと思

うが，「少数派報告」の評価という点に限定するならば，かつての通説が，現実の政治状況と

も関連して，今日，否定されつつあることは，すでに指摘したとおりである。次節では，近年

の通説に基づいて議論を展開しているハリスの第六章と N. ボーザンケットの第八章を取り上
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げ，その内容を紹介し，評価を与えてみたい。

4．「パンフレット」の概要（2）

本節では，ハリス（オックスフォード大学），N. ボーザンケット（ロンドン大学）の順で紹

介し，吟味を行う。なお，後者は，王立救貧法委員会報告に限定した議論をしているわけでは

ないが，それをも含めて取り上げることをあらかじめ，お断りしたい。

ハリスは，「少数派報告」に関する疑問点を指摘し，さらに，委員としてのビアトリスの資

質にも疑問を呈した。従来，王立救貧法委員会に関する情報は，ビアトリスによる紹介および

評価によって，もたらされてきたといえる。すなわち，ハリスによれば，「少数派報告」の執

筆者による情報だけに依拠して同委員会に対するイメージをつくると，多数派報告の軽視と

「少数派報告」への称揚というバイアスが生じることは言うまでもない点であろう（pp.57−

58.）。

ハリスは，「少数派報告」は，社会サービスの全体的な再建プランであり，そこでは異なっ

た原理を架橋して，多様な提案をしていたと評した。しかし，多数派，少数派ふたつの報告書

は，いくつかの例外を除けば，著しく似ていたのである。救貧法委員会の中では「一般的に，

過去よりも，十分に包括的で，予防に重点を置き，スティグマも薄い社会サービスを構築する

というニードに関しては，真の争いはなかった」（pp.59−60.）。さらに，同委員会の中には，

スマート，ボーザンケット夫人ら，ビアトリスより，進歩的でないというわけではなく，現代

の産業社会の複雑さについては，むしろより知悉していた委員もかなりいたのである。

ところが，ビアトリスが「少数派報告」を出したことで，多くの否定的な結果を招いた。ハ

リスによれば，ふたつの報告書を出したこと自体，長期的にみると，戦術上の失敗であった。

なぜなら，自由党に限らず，政治家は，報告書がふたつ出たことによって，その中から，都合

のいいところだけを参考にするか，両報告とも完全に無視するか，どちらでも対応できるよう

になったからである。

「少数派報告」の内容に関しても，ハリスの評価は低い。まず，同報告の多くの提案は，「威

圧的で，管理的」（p.61.）であった。これは，「理性的な説得と浸透政策」を通して改革を進

めるフェビアン協会の基本的な哲学とも，整合的ではない。そこで，ハリスは，ビアトリスで

はなく，シドニーが委員であったならば，もっと違った結果をもたらしたのではないかとし

て，論を進めた。

この想定は，決して，「空想的」ではない。なぜなら，シドニーは 1890年に，救貧法に関

する論文も執筆して，そこでは，救貧法に対してポピュリスト的なアプローチをしていたから

である。かれは，同論文で，「少数派報告」では否定的にみられていた，国家管理の社会保険

と福祉計画を提案していた（p.62.）。また，ハリスによれば，結婚後に執筆した大著『産業民
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主制』も，主に，シドニーによって主導されていたのだが，ウェッブ夫妻は，イギリスで長期

にかつ幅広く実践されていた，労働者による多数の相互福祉計画を重視し，そこにみられる民

主的，市民的，共同的重要性に注意を払うよう強調していたのである（p.62.）。

他方，「少数派報告」の社会福祉には，ポピュリスト的，あるいは労働者をベースにした要

素がほとんど欠如していた。つまり，同報告は，ウェッブ夫妻の初期の労働組合主義に関する

分析や独身時代のシドニーの分析とも，際立って対照的な性格の文書だったのである。結論的

に言えば，同報告におけるかれらの社会福祉についてのアイデアは，実際に，救貧法の救済を

受けたこともある，街路の貧民の視点などとはまったく関わりなく，生みだされていたとまと

めることができよう（p.63.）。

以上，紹介したように，第六章は，王立救貧法委員会報告に関する今日の通説の先駆けをな

し，議論をリードしてきたハリスらしい内容をもっていたといえる。わたしも，従来，ビアト

リスによる情報だけで，王立救貧法委員会に対するイメージがつくられてきたという指摘に

は，賛同する。ただ，ハリスの分析を十全に評価するためには，これまでの研究史のなかで語

られてきた論点を知っておく必要があるので，まず，その点を補足的に指摘してみよう。

ひとつではなくふたつの報告にしてしまったので，王立救貧法委員会報告は，現実の政治へ

のインパクトが弱くなったとする評価は，今日，同委員会に関する研究史の中では常識といえ

る（20）。しかし，これによって，単に，政治上の力学が語られていたと解釈してはならない。

この評価は，両報告に違いがなかったという見方とビアトリス批判を前提にしていたからであ

る。つまり，内容的に違いがなかったのに，報告書をふたつに割ったとして，その責任を，も

っぱらビアトリスにのみ負わせる見方と，彼女ではなく，シドニーが委員であったならば，違

った結果になったのではないかという見方が，表裏一体の関係に立っているのである。このよ

うな評価は，代表的には，およそ 20 年前に公刊されたマックブライアの研究に端を発す

る（21）。

しかしながら，わたしは，ハリスの評価のなかには，今日の通説が抱えている弱点の一つが

あるとみている。なぜなら，この評価は，かつての通説が，多数派の委員を守旧派として批判

していたことの裏返しとして，今日の通説が，ビアトリスの“独走”を批判しているにすぎな

いのではないかと考えられるからである。“分裂”の責任を，一方にのみ負わせるという見方

は，政治的な評価ではあり得ても，科学的な見方とは言い難い。

さらに，『産業民主制』に対する評価についても，疑問がある。同書を読めば，後半になれ

ばなるほど，ウェッブ夫妻が，労働組合主義の限界を意識し，「法律制定」を将来の民主的国

家での依拠できるヴィジョンとみなしていたことが分かる（22）。かれらが，『産業民主制』で，

労働者の相互福祉計画の民主的，市民的，共同的重要性を強調していたというハリスの解釈

は，少なくとも同書の結論とは受け入れがたいといえよう。したがって，わたしには，（威圧

的で管理的と言えるかどうかはともかく）「少数派報告」と，それ以前のウェッブ夫妻の観点
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とが大きく異なっていたとは思えない，と指摘しておきたい。

「パンフレット」のサブタイトルとは対照的なタイトルをもつ第八章は，非常に刺激的であ

る。N. ボーザンケットによれば，多数派報告も「少数派報告」も，理想主義という共通の基

盤から執筆されていた。よって，王立救貧法委員会報告の目標は，ひとつの有機体という社会

の中で，個人がどれだけ自己改良できるかというということになった。言い換えれば，同委員

会は，年齢や不幸，道徳的性格の欠如によって，一般の人々から排除され（excluded），社会

の周辺に置かれていた人々に適用されるものとして，社会政策（social policies）をみなした

のである（pp.72−73.）。

この観点からみると，多数派は，少数派より非常によく書かれていたといえよう。なぜな

ら，ボーザンケット夫人の多数派報告は，社会の特定のグループのための特定のサービス（た

とえば，高齢者に対して，シェルター住宅，児童に対して，子育ての条件の改善と拡張など）

の発展を目指して執筆されていたからである（pp.71−72.）。ボーザンケット夫人こそは，ビ

アトリスを凌駕する，当時の「社会政策の権威」（p.71.）であった。

N. ボーザンケットによれば，第一次世界大戦とあたらしい有権者，そして，ナショナル・

ミニマム概念によって，ウェッブ夫妻とその考えは，権力の地位についた。しかしながら，実

際には，多数派報告は，履行されはしなかったものの，同報告のアプローチこそが，イギリス

社会政策のモデルとなったのである（pp.72−73.）。その実例として，戦後のイギリス福祉国

家の成功を挙げることができよう。

N. ボーザンケットも，NHS（National Health Service 国民保健サービス）が，その初期

に，以前にはなかった病院網を全国に作りあげた功績は認めている。しかし，NHS は，中央

政府の独占によって，地方や他の取り組みの芽を摘んだのである。むしろ，戦後福祉国家の成

功例は，高齢者の貧困を減らしたことに求めるべきであった。しかしながら，この成功は，ベ

ヴァリッジの福祉国家施策による成果ではなく，国家による年金給付とボランタリーな施策が

結合することによってもたらされたのである（pp.74−76.）。

以上のようにみてくると，王立救貧法委員会の 100年を記念するというのであれば，多数

派報告の価値観にこそ，それが求められるべきであろう。なぜなら，今後，国家独占と自動的

な権利に基づいた 20世紀の福祉国家が，個人の潜在能力（capability）と地方の主体性に，

より強調点を置くシステム，すなわち，多数派報告の価値観に基づくシステムに，取り替えら

れるようになると思われるからである（p.76.）。

うえのような，きわめて刺激的な評価に対して，注目すべき論点をあげておこう。それは多

数派報告が，今日でいうならば「社会的排除」に対する観点から，「社会政策」を構想してい

たのだという指摘である（23）。管見する限り，このような視点で，同報告を再評価しようとす

る研究は，これまでなく，注目すべき指摘であるといえよう。ただ，わたしは，かれの評価の

なかには，多数派報告を高く評価するあまり，強引な主張が散見されるのではないかとみてい
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る。本稿の系論になるが，一点だけ，取り上げてみたい。かれの戦後のイギリス福祉国家，と

りわけ国家年金に対する評価は，実証的にみて正しい評価だといえるのだろうか。従来の議論

では，高齢者が最低生活すら満足に送れないほど，年金額が低すぎたという「生存（subsis-

tence）所得」の問題が，戦後イギリス福祉国家の否定的な評価のひとつとして語られてきた

といえる（24）。「高齢者の貧困」が減ったかどうかという評価は措くとして，高齢者の最低生活

を維持するためには，年金を補完する国民扶助が重要な役割を果たしたというのが，これまで

の評価ではなかっただろうか。この点で，かれの評価には，大いに疑問がある。

以上，本節では，ハリスと N. ボーザンケットの章を紹介し，論評した。両章を扱うことに

よって，今日の社会保障の制度やその理念に対して，「少数派報告」およびビアトリス・ウェ

ッブの与えた影響が，限りなく否定的に評価されるという，今日の通説の特徴があらためて明

白となったといえよう。しかしながら，うえで述べたように，両章ともに興味深い指摘があっ

たことを認めながらも，わたしには，実証レベルでみると，疑問に残る点が少なからずあっ

た。それは，第一節で指摘したように，戦後，一方の極端から他方の極端へ，通説が，激しく

揺れ動いたことと関係があるのではないであろうか。すなわち，それぞれの時代の社会保障に

対する評価から，ともすれば，強引に，王立救貧法委員会報告の評価を「読み込み」過ぎた結

果，実証がおろそかになったのではないかと考えられるのである。

以上，第二節から第四節まで，「パンフレット」の内容を紹介し，吟味をしてきた。明らか

にしてきた個々の論点については繰り返さないが，1909年王立救貧法委員会報告が，100年

前の文書でありながら，イギリスにおいては，学問的にも，政治的にも，決して，「古い」文

書ではないという評価が行われていたことが明らかになったといえよう。最後に，わたしたち

が，同委員会報告および「パンフレット」から，何を学び得るかを論じて，むすびに代えてみ

たい。

むすびに代えて

わが国では，今日，1909年王立救貧法委員会報告に対する関心は，希薄であるといえよう。

しかし，本稿でみてきたように，「パンフレット」のなかの論者の立場は違っても，かれらは，

同報告の中に，シティズンシップ，ジェンダー，社会的排除といった，今日の福祉システムや

社会保障の理論課題への視点があったと主張していた。すなわち，福祉の制度設計というより

も，それを支える理念を考える上で，王立救貧法委員会報告は，単なる「歴史的な文書」では

なく，今日的な意義を有している文書であるとみることができる。とくに，カトワラや N. ボ

ーザンケットは，この点を強く意識していたといえよう。

「パンフレット」では，シティズンシップ以下，今日，考察すべき複数の理論課題が提示さ

れていたが，わたしには，すべてを扱う用意も能力もないので，N. ボーザンケットによって

1909年王立救貧法委員会少数派報告 100周年記念パンフレットに寄せて（藤井 透）
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示唆されていた社会的排除に，限定して論評し，むすびに代えたい。

かれは，王立救貧法委員会多数派報告は，「社会政策」を，年齢や不幸，道徳的性格の欠如

によって，一般の人々から排除され，社会の周辺に置かれていた人々に適用されるものと，み

なしていたと指摘した。この評価に接して，N. ボーザンケットが「社会的排除」を意識して

いたのではないかと想像するのは，わたしだけではないであろう。周知のように，社会的排除

という用語の歴史は，決して古いものではなく，1970, 80年代以降，主に，ヨーロッパを中

心に使用されるようになった。そして，社会保障や福祉の多くの用語と同様に，この用語に

も，定まった定義は存在しない。

おそらく，ここで，N. ボーザンケットは，社会的排除とは，従来の制度からこぼれ落ちた

（あるいは意図的に，排除された）属性の人々や排除の方法のことを指し，それに対処するの

が，「社会政策」の本来の役割であると主張していたと思われる。「社会政策」の定義と合わせ

て，傾聴すべき主張だといえよう。しかし，かれの理解に対して，わたしは，こぼれ落とした

従来の制度とは，救貧法ではなかったか，という疑問にぶつかるのである。救貧法の救済から

完全に排除されれば，最悪の場合，「死」をも覚悟しなければならなくなるが，他方で，救済

を受ければ，それと引き換えに，多くの場合，シティズンシップ（＝選挙権）が奪われかねな

い。このようなディレンマに対して，「救貧法の人道化」を謳った，多数派報告のほうが，よ

り適切な方法を用意していたという主張には，にわかには賛同しがたい。

N. ボーザンケットは，救貧法であろうと，福祉国家であろうと，個人の自発性を奪う制度

という点では大差ないとみなしていたのかもしれない。20世紀の福祉国家が，今後，かれが

想定しているようなシステムに取り替えられる可能性もあることは，たしかである。しかし，

将来，どのような社会保障システムが構築されようとも，（中央政府によってか，地方政府に

よってかはともかく）社会的シティズンシップが軽視されるようなシステムが，受け入れられ

るとは思えない。つまり，王立救貧法委員会報告の評価という文脈に戻せば，わたしは，救貧

法と福祉国家の間には，「権利」性という点で，大きな違いがあるのであり，両制度の歴史的

位相のちがいは，十分，自覚すべきであると主張したい。

「パンフレット」のすべてを論評したわけではないが，本稿で取り上げた各章の分析によっ

て，「パンフレット」の性格が明らかになったといえる。すなわち，「パンフレット」は，全体

で，なにかひとつのことを体系的に主張しようと意図して編まれたものではなかった，という

事実である。しかしながら，1909年王立救貧法委員会報告のなかには，今日の社会保障や福

祉を支える理念やアプローチという点から，無視しえない共通の課題意識や問題把握の視座が

読み取れたといえよう。背景となっている制度や地域，家族像の違いを明確にして，今後，同

報告の理念やアプローチを，どう，現代に活かせるかが，わたしたちに突き付けられた課題で

あろう。ここに，100年後の今日であっても，同報告が読まれるべき理由があると言える。
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